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基

本

■介護保険の給付対象にならないサービス（利用料金が全額利用者の負担となります。）■介護保険の給付対象にならないサービス（利用料金が全額利用者の負担となります。）■介護保険の給付対象にならないサービス（利用料金が全額利用者の負担となります。）■介護保険の給付対象にならないサービス（利用料金が全額利用者の負担となります。）

　・交通費
　通常の実施区域外への交通費用

　・複写物の交付

　担当介護支援専門員　担当介護支援専門員　担当介護支援専門員　担当介護支援専門員

０２７０－６４－６６６６

１０円/枚
　サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合の実費

玉村町居宅介護支援にしき園玉村町居宅介護支援にしき園玉村町居宅介護支援にしき園玉村町居宅介護支援にしき園

氏　　名 連 絡 先

緊急時等居宅カンファレンス加算
　２００単位/月　　病院等の求めにより、病院等職員と共に利用者の居宅を訪問し

　　カンファレンスを行い必要に応じてサ一ビス調整を行った場合

※介護報酬は１単位に１０．２１円（玉村町地域加算）を掛けた金額となります。
※介護給付体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更する事ができるものと
します。

４０円/ｋｍ

加
　
　
　
　
　
　
算

　　新規に居宅サービス計画を作成する場合

　　要介護状態区分の２段階以上変更された場合

小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
　３００単位/月

　　小規模多機能型居宅介護事業所の利用を開始する際に援助した場合

看護小規模多機能型居宅介護支援事業所連携加算
　３００単位/月

　　看護小規模多機能型居宅介護を開始する前に必要な情報を提供した場合

　　入院にあたって病院等を訪問する以外の方法により、病院等職員

　　に対して必要な情報提供を行った場合

退院･退所加算
３００単位/月

（入院期間中３回程度）　　退院又は退所にあたって病院等職員と面談行い、利用者に関する

　　必要な情報の提供を受けた上で居宅サ一ビス計画を作成した場合

初回加算
　３００単位/月

入院時情報連携加算Ⅰ
　２００単位/月

　　入院にあたって病院等を訪問し、必要な情報提供を行った場合

入院時情報連携加算Ⅱ
　１００単位/月

要介護　１　・　２ １，０４２単位/月

要介護　３　・　４　･　５ １，３５３単位/月

特定事業所加算　Ⅲ
　３００単位/月

　　　一定の条件の下、評価された事業所に対して加算されます

平成27年4月1日より

≪利用料金（１ヶ月あたり）≫≪利用料金（１ヶ月あたり）≫≪利用料金（１ヶ月あたり）≫≪利用料金（１ヶ月あたり）≫
（契約書第８条参照）（契約書第８条参照）（契約書第８条参照）（契約書第８条参照）

　居宅介護支援に関するサービス利用料金について、ご契約者の自己負担はありません。ただし、ご
契約者の介護保険料の滞納等により、事業所が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を
受領できない場合は、下記のサービス利用料金をいったんお支払いいただき、サービス提供証明書
を発行いたします。サービス提供証明書を市町村窓口に提出し、料金の払戻しを受けることができま
す。

項　　　目 単　　位


